
規

則

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
百
四
号

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
百
二
十
四
号)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

｢

規
則｣

を｢
｢

省
令｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中｢

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て｣

を｢

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り｣

に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
受
講
の
届
出)

第
三
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
受
け
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ

た
者
は
、
准
看
護
師
再
教
育
研
修
受
講
届
出
書(

第
二
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
の
登
録
の
申
請)

第
四
条

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
者
の
登
録
の

申
請
は
、
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
申
請
書(

第
三
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中｢

第
三
条｣

を｢

第
八
条｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
四
条
、
第
五
条
、

第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
条｣

を｢

第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
五
条｣

に
改
め
、
同
条

を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(

准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

規
則｣

を

｢

省
令｣

に
、｢

に
よ
つ
て｣

を｢

に
よ
る
申
請
に
基
づ
き｣

に
、｢

准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
は
、

第
十
号
様
式｣

を｢

准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書
は
、
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書(

第
十
四
号
様

式)
｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

(

准
看
護
師
免
許
証
の
書
換
交
付
の
申
請)

第
十
一
条

政
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
の
書
換
交
付
の
申
請
は
、
准
看
護

師
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書(

第
八
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

准
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請)

第
十
二
条

政
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
准
看
護
師

免
許
証
再
交
付
申
請
書(

第
十
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

准
看
護
師
試
験
の
受
験
願
書)

第
十
三
条

省
令
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
准
看
護
師
試
験
の
受
験
願
書
は
、
准
看
護
師

試
験
受
験
願
書(

第
十
一
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
書)

第
十
四
条

省
令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
書
は
、
第
十
二
号

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請)

第
十
五
条

省
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
は
、

准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
交
付
申
請
書(

第
十
三
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を｢

(

准
看
護
師
籍
の
抹
消
の
申
請)

｣

に
改
め
、
同
条
中｢

に
よ
つ
て
提
出
す

る｣

を｢

に
よ
る｣

に
、｢

抹
消
申
請
書
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

抹
消

の
申
請
は
、
准
看
護
師
籍
抹
消
申
請
書(

第
九
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
条

を
第
十
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

(

准
看
護
師
の
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証)

第
五
条

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
准
看
護
師
の
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

は
、
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証(

第
四
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
の
申
請)

第
六
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
の
申
請
は
、

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
書
換
交
付
申
請
書(

第
五
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請)

第
七
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
再
交
付
申
請
書(

第
六
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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翌
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五
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正
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収
入

証
紙

(

准
看
護
師
免
許
の
申
請
書)

第
八
条

政
令
第
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
准
看
護
師
免
許
の
申
請
書
は
、
准
看
護

師
免
許
申
請
書(

第
七
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
准
看
護
師
籍
の
訂
正
の
申
請)

第
九
条

政
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
籍
の
訂
正
の
申
請
は
、
准
看
護
師
籍
訂
正
申

請
書(
第
八
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中｢第

11条
関
係
｣

を｢第
16条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中｢第

10条
関
係
｣

を｢第
15条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中｢第

９
条
関
係
｣

を｢第
14条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中｢第

８
条
関
係
｣

を｢第
13条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中｢第

７
条
関
係
｣

を｢第
12条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

第
五
号
様
式
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中｢第

５
条
関
係
｣

を｢第
10条
関
係
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
を
第
九

号
様
式
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中｢第

４
条
､
第
６
条
関
係
｣

を｢第
９
条
､
第
11条
関
係
｣

に
、｢准

看
護
師
籍
訂

正
・
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
｣

を｢准
看
護
師
籍
訂
正

申
請
書
に
､
｢准
看
護
師
籍

准
看
護
師
免
許
証
書
換
交
付

｣

訂
正
・
免
許
証
書
換
え
交
付
を
｣

を｢准
看
護
師
籍
訂
正

を
に
､
｢１

登
録
の
年
月
日

准
看
護
師
免
許
証
書
換
交
付
｣

２
登
録
番
号

｣

を｢１
登
録
番
号

に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

２
登
録
年
月
日
｣

第
二
号
様
式
中｢第

３
条
関
係
｣

を｢第
８
条
関
係
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
を
第
七

号
様
式
と
す
る
。

第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

第
２
号
様
式
(第
３
条
関
係
)

(表
)

准
看
護
師
再
教
育
研
修
受
講
届
出
書

年
月

日
福
島
県
知
事

本
籍
地

住
所

氏
名
年

月
日
生

下
記
に
よ
り
､
准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
受
講
を
届
け
出
ま
す
｡

記

１
准
看
護
師
免
許
の
登
録
番
号

２
准
看
護
師
免
許
の
登
録
年
月
日

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

第
３
号
様
式
(第
４
条
関
係
)准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
申
請
書

年
月

日
福
島
県
知
事

本
籍
地

住
所

氏
名
年

月
日
生

下
記
に
よ
り
､
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
の
登
録
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
准
看
護
師
免
許
の
登
録
番
号

２
准
看
護
師
免
許
の
登
録
年
月
日

３
修
了
し
た
准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
種
類
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修
了
し
た
再
教

育
研
修
の
種
類

再
教
育
研
修
の

修
了
年
月
日

准
看
護
師
免
許

の
登
録
年
月
日

准
看
護
師
免
許

の
登
録
番
号

年
月

日

年
月

日

第
号

再
教
育
研
修
修

了
登
録
年
月
日

行
政
処
分
等
を

受
け
た
年
月
日

准
看
護
師
免
許

の
登
録
地

年
月

日

年
月

日

都
道
府
県

収
入

証
紙

収
入

証
紙

備
考
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

１
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

２
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
４
号
様
式
(第
５
条
関
係
)
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

第
号

本
籍
地

氏
名
年

月
日
生

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
(昭
和
23年

法
律
第
203号

)
の
規
定
に
よ
り
､
准
看
護
師
再
教
育
研

修
を
修
了
し
た
旨
を
准
看
護
師
籍
へ
登
録
し
た
｡

よ
っ
て
こ
の
証
を
交
付
す
る
｡

年
月

日
福
島
県
知
事

氏
名

印□

第
５
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
書
換
交
付
申
請
書

年
月

日
福
島
県
知
事

本
籍
地

住
所

氏
名
年

月
日
生

下
記
に
よ
り
､
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
准
看
護
師
免
許
の
登
録
番
号

２
准
看
護
師
免
許
の
登
録
年
月
日

３
変
更
を
生
じ
た
事
項

変
更
前

変
更
後

４
変
更
の
事
由

５
変
更
の
年
月
日

備
考
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

１
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

２
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

３
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

第
６
号
様
式
(第
７
条
関
係
)

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
再
交
付
申
請
書

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所

氏
名

下
記
に
よ
り
､
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
本
籍
地

２
氏
名
及
び
生
年
月
日

３
准
看
護
師
免
許
の
登
録
番
号

４
准
看
護
師
免
許
の
登
録
年
月
日

５
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
年
月
日

６
再
交
付
申
請
の
事
由
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福
島
県
人
事
委
員
会

福
島
県
公
安
委
員
会

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
区
分

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

9,500

9,400

9,200

9,200

9,100

9,000

8,800

8,700

8,500

8,400

8,200

8,100

7,900

7,700

7,400

7,200

7,000

6,800

6,600

6,300

6,100

5,800

5,600

5,400

5,100

4,900

4,700

4,400

4,200

4,100

3,900 円

１
級

13,700

13,600

13,400

13,300

13,100

12,900

12,600

12,400

12,200

11,800

11,600

11,400

11,100

10,800

10,500

10,200

9,900

9,600

8,900

8,600

8,300

7,700

7,400

7,100

6,600

6,200

6,000

5,800

5,500

5,200

5,000 円

２
級

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

14,900

14,800

14,600

14,400

14,200

14,000

13,700

13,500

13,200

12,900

12,600

12,200

11,900

11,700

11,400

11,100

10,700

10,400

10,100 円

３
級

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,800

15,500

15,300

15,100

14,800

14,400

14,100

13,800

13,500 円

４
級

備
考
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

１
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

２
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
を
き
損
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
き
損
し
た
准
看

護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

３
亡
失
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
､
亡
失
に
係
る
官
公
署
の
証
明
書
又
は
本
人
の
申
立
書

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則(

以
下｢

改

正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(

医
療
看
護
課)

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
20年
12月
24日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
３
号

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
(昭
和
32年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
３
条
第
９
号
中
｢警
察
関
係
地
方
公
益
法
人
｣
を
｢警
察
関
係
地
方
特
例
民
法
法
人
｣
に
改
め
る
｡

第
３
条
の
３
中
第
６
号
を
第
７
号
と
し
､
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
､
第
２

号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
｡

�
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(平
成
20年

法
律
第
80号
)
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
９
(第
33条
の
11関
係
)

平成20年12月24日 水曜日 福 島 県 報 号外第70号 4



再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
区
分 再
任
用
職
員

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

153

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

4,700

4,400

4,200

4,100

3,900 円

１
級 6,300

10,300

10,200

10,100

9,900

9,900

9,800

9,700

9,600

9,500

9,400

9,200

9,200

9,100

9,000

8,800

5,200

5,000

4,700

4,500

4,200 円

２
級 7,700

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,000

13,900

13,700

13,600

13,400

13,300

13,100

12,900

12,600

10,100

9,800

9,100

8,800

8,400 円

３
級

10,100

15,100

14,800

14,400

14,100

13,800

13,500 円

４
級

12,900

再
任

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

165

161か
ら
164ま

で

157か
ら
160ま

で

153か
ら
156ま

で

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

9,600

9,500

9,400

9,200

9,200

9,100

9,000

8,800

8,700

8,500

8,400

8,200

8,100

7,900

7,700

7,400

7,200

7,000

6,800

6,600

6,300

6,100

5,800

5,600

5,400

5,100

4,900

4,700

4,400

4,200

4,100

3,900 円

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,000

13,900

13,700

13,600

13,400

13,300

13,100

12,900

12,600

12,400

12,200

11,800

11,600

11,400

11,100

10,800

10,500

10,200

9,900

9,600

8,900

8,600

8,300

7,700

7,400

7,100

6,600

6,200

6,000

5,800

5,500

5,200

5,000

4,700

4,500

4,200 円

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

14,900

14,800

14,600

14,400

14,200

14,000

13,700

13,500

13,200

12,900

12,600

12,200

11,900

11,700

11,400

11,100

10,700

10,400

10,100

9,800

9,100

8,800

8,400 円

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,800

15,500

15,300

15,100

14,800

14,400

14,100

13,800

13,500 円

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
ア
の
表
三
級
の
項
中｢別

表
第
３
｣

を｢別
表
ア
｣

に
改
め
、
別
表
第
一
の
二
イ
の

表
三
級
の
項
中｢別

表
第
３
｣

を｢別
表
イ
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
５
(第
８
条
関
係
)

平成20年12月24日 水曜日 福 島 県 報 号外第70号5



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
区
分 再
任
用
職
員

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

93か
ら
96ま
で

89か
ら
92ま
で

85か
ら
88ま
で

81か
ら
84ま
で

77か
ら
80ま
で

73か
ら
76ま
で

69か
ら
72ま
で

65か
ら
68ま
で

61か
ら
64ま
で

57か
ら
60ま
で

53か
ら
56ま
で

49か
ら
52ま
で

45か
ら
48ま
で

41か
ら
44ま
で

37か
ら
40ま
で

33か
ら
36ま
で

29か
ら
32ま
で

25か
ら
28ま
で

21か
ら
24ま
で

17か
ら
20ま
で

13か
ら
16ま
で

９
か
ら
12ま
で

５
か
ら
８
ま
で

１
か
ら
４
ま
で

職
務
の
級

号
給

165

161か
ら
164ま

で

157か
ら
160ま

で

153か
ら
156ま

で

9,200

9,200

9,100

9,000

8,800

8,700

8,500

8,400

8,200

8,100

7,900

7,700

7,400

7,200

7,000

6,800

6,600

6,300

6,100

5,800

5,600

5,400

5,100

4,900

4,700

4,400

4,200

4,100

3,900 円

１
級 6,300

13,400

13,300

13,100

12,900

12,600

12,400

12,200

11,800

11,600

11,400

11,100

10,800

10,500

10,200

9,900

9,600

8,900

8,600

8,300

7,700

7,400

7,100

6,600

6,200

6,000

5,800

5,500

5,200

5,000 円

２
級 7,700

14,100

14,100

14,100

14,100

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

15,100

14,900

14,800

14,600

14,400

14,200

14,000

13,700

13,500

13,200

12,900

12,600

12,200

11,900

11,700

11,400

11,100

10,700

10,400

10,100 円

３
級

10,100

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,800

15,500

15,300

15,100

14,800

14,400

14,100

13,800

13,500 円

４
級

12,900

再
任
用
職
員

153

149か
ら
152ま

で

145か
ら
148ま

で

141か
ら
144ま

で

137か
ら
140ま

で

133か
ら
136ま

で

129か
ら
132ま

で

125か
ら
128ま

で

121か
ら
124ま

で

117か
ら
120ま

で

113か
ら
116ま

で

109か
ら
112ま

で

105か
ら
108ま

で

101か
ら
104ま

で

97か
ら
100ま

で

6,300

10,300

10,200

10,100

9,900

9,900

9,800

9,700

9,600

9,500

9,400

9,200

9,200

9,100

9,000

8,800

7,700

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,100

14,000

13,900

13,700

13,600

13,400

13,300

13,100

12,900

12,600

10,100

15,100

12,900

別
表
第
６
(第
８
条
関
係
)

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
二
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

新

城

希

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中｢

第
八
条｣

を｢

第
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中｢

三
千
二
百
円｣

を｢

六
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

千

五
百
円｣
を｢

六
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

千
七
百
円｣

を｢

三
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同

項
第
四
号
中｢

千
二
百
円｣

を｢

二
千
四
百
円｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

平成20年12月24日 水曜日 福 島 県 報 号外第70号 6


